
令和６年度久留米市中小企業ＤＸ促進診断事業実施業務 

公募型プロポーザルの質問に対する回答 

令和６年４月２６日公表 

 

No. 質  問 回  答 

１ ・支援方法について オンライン、リアル

どちらでも可能でしょうか。（複数回支援

する場合、初回訪問。次回以降オンライン

など） 

 

・アドバイザーの途中変更は可能でしょう

か。 

例）初回面談を行った者がより適したアド

バイザーを選任して次回以降対応する等。 

 

・予算について 予算の内訳には人件費、

旅費、印刷製本費、消耗品費とありますが、

広報費用などの予算は別で設けられてい

ないという認識であっておりますでしょ

うか。 

 

・広報について キャッシュレス商品券発

行団体との連携について提案することと

あるが、キャッシュレス対応を進めること

が目的の事業になりますでしょうか。 

診断後、キャッシュレス以外の業務改善提

案も行って問題ないでしょうか。 

また、どのレベルの連携を求められている

でしょうか。 

 

 

 

・広報先の企業リストなどを支給いただく

など可能でしょうか。久留米市から広報面

で協力いただくことが可能であればどう

いった事が可能なのか教えていただけま

すと幸いです。 

 

・対面での訪問支援を前提としますが、支援

先企業からの要望があった場合は、オンライ

ンでの支援実施も可能とします。 

 

 

・アドバイザーの途中変更は可能です。 

 

 

 

 

・ご認識のとおり、ご提示いただく見積金額

（訪問１回あたりの費用）は、当事業を運営

するための事務費、広告宣伝費等を含む整理

となります。 

 

 

・当事業の目的は、仕様書「２．実施目的」

に記載のとおりです。事業の広報について

は、キャッシュレス未導入事業者等のデジタ

ル化に取り組めていない層への利用拡大と

いう観点から提案をお願いします。 

キャッシュレス推進のみが目的ではなく、キ

ャッシュレス以外の業務改善提案は当然問

題ありません。 

具体的な連携の取り組みについては、提案事

項となります。 

 

・市では支援候補先の企業リストを保有して

おりません。広報につきましては、市公式ホ

ームページへの掲載の他、市メールマガジン

での配信等、市の広報媒体を活用した周知に

ついては市で実施いたします。 



No. 質  問 回  答 

２ 実施要領に「見積金額は支援先企業への訪

問 1回あたりの金額とし、見積金額の上限

は、40,000円とする。」とありますが、事

業周知/D X の理解の促進をすることで、

実効性が上がるのではと考えており、50

社程度を上限としたセミナーを開催でき

ないかと考えております。 

 

その場合、以下のように（①～③に分けて）

お見積は可能でしょうか。 

 

①周知及びDX促進診断を目的としたDX

セミナー50社 

②ヒアリング→訪問し、弊社はポテンシャ

ルクラウドという経営課題の可視化の自

社サービス利用により、対象企業の経営課

題を抽出していきます。 

③課題解決のご提案 

支援先企業１社あたり１～３回の訪問支援

を実施していただき、訪問実績（回数）に基

づき委託費の支払を行います。 

実施要項に記載のとおり、支援先企業への訪

問１回あたりの金額を見積金額として提示

してください。 

 

※訪問１回あたりの費用には、アドバイザー

派遣に直接要する費用はもとより、当事業を

運営するための事務費、広告宣伝費等を含む

整理となります。 

 

広報手段の一つとして、セミナーの開催等を

ご提案いただくことは可能です。この場合、

セミナー開催費用等は全体経費に含めてい

ただき、訪問１回あたりの見積金額の算出に

反映させてください。 

３ ①5 月 20 日頃に「候補者選定の審議」と

ありますが、プレゼンテーションの予定は

ございますでしょうか。 

 

②ご提出する価格提案書（お見積書）です

が、（見積額が提案上限額と仮定した場合）

仮に 50社に対して支援を 2回実施した場

合、お見積金額は 50社×40,000円×2回

=4,000,000 円になるかと思いますが、事

業遂行にあたり、50 社×40,000 円×3 回

=6,000,000 円となった場合は、ご請求時

に 6,000,000 円ご請求は可能かどうかご

教示願います。 

 

③ご請求は支援社数×40,000 円×支援回

数を毎月ご請求になりますでしょうか。又

は事業終了後のご請求となりますでしょ

うか。 

①プレゼンテーションは実施しません。 

 

 

 

②予算全体として、「提案上限額×50 社×3

回×消費税率」の予算額を確保しており、実

績に応じて予算額以内の請求が可能です。 

なお、価格提案書にてご提案いただく見積金

額は、事業全体経費ではなく訪問 1 回あた

りの費用に対しての見積となります。 

 

 

 

 

③仕様書記載のとおり、本市との協議の上定

めた期間における実績に基づいて実績報告

並びに委託料の請求・支払を行います。具体

的な期間については受託者決定後に協議し

ますが、月毎の請求手続も可能です。 

 


